
（第９面） 

    

１４  民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法の概要 

            ≪司法書士法第3条第1項第7号の範囲内の紛争 弁護士助言措置なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①市民（Ａ）から事務局または総

合相談センターへ問合せ 

 

②利用希望者へのADR法１４条に基づく説明〈対Ａ〉 

(事務長または事務長の委嘱を受けた受付事務担当者) 

実施規程１１条 

④調停センター長の受理・不受理決定

 実施規程１３条 
費用の返還 

⑤事務長による被申立人への通知 

（相手方Ｂへ通知）実施規程９条・１４条 

⑦調停センター長による手続実施

者の選任 

実施規程１７条 

応  諾 

③Ａの利用申込受付 

（秋田県司法書士会調停センター若しくは受付事務担当者の

事務所にて） 

実施規程１２条 

Ｂからの拒否又は出席意思

不表明  

  終  了 

【法６条１号関係】実施規程４条 

説明【法１４条関係】実施規程１１条 

説明者：事務長・手続実施者名簿登載者 

【法６条８号、１５号関係】実施規程１２条 

 手数料規程５条、６条  

 ・調停申立書作成   

 ・実費５，０００円（当初概算） 

 ・申立事務手数料１０，０００円（消費税

を除く。）（振込納付） 

【法６条９号、６号、１４条関係】 

案内文書、回答書及び１４条説明書の

郵送 

（配達証明付書留郵便）  

実施規程１４条 

【法６条２号、３号関係】 

実施規程１７条～２２条 

設置規則１２条、１３条 

運営規程９条  

実質的支配者等による不当な影響の排除 

 【法６条４号関係】 

 実施規程７条 

手続の進行【法６条７号関係】 

 実施規程２３条～３１条 

資料の取扱い【法６条１０号関係】

実施規程３４条 文書管理規程 

不受理 

受理 

⑥事務長による相手方の出頭可能性の確認

（相手方ＢへのADR法１４条の説明） 

実施規程１１条・１４条  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪第Ｍ回期日 

 実施規程２４条 

⑩第２回期日 

 実施規程２４条  

⑨第１回目期日（調停開始） 

次回（第２回目）続行となる場合の説明・次回期日決定 

実施規程２４条  

【法６条１５号関係】 

手数料規程７条  

手続実施者による終了

 打ち切り

  調停の終了 

Ａの取下げ Ｂの離脱 

当事者による手続の終了 

  ⑫合意成立による終了

 調停合意書作成 

 実施規程２８条 

【法６条１３号関

係】 

実施規程３１条 

 
【法６条１２号関係】 

実施規程２９条、３０条

手続実施者報酬１０，０００円

（消費税を除く。） 

【法６条１５号関係】 

手数料規程８条  

合意成立手数料 

⑧事務長による利用契約書の作成 

実施規程２３条  

【法６条８号】 

利用契約書の説明、契約締結 

 実施規程２３条  


